
令和７年11・12月号

飲む前に 車じゃないよね？ 再確認

～飲酒運転を根絶しよう～

ひとりで悩まず まずは相談を！

iOS端末

(iPhone等)

Android端末

（１２月１日から１０日までの１０日間、年末の交通安全県民運動が実施されます。）

愛知県内では、依然として飲酒運転に起因する重大な交通事故が無くなりません。

一人一人が、飲酒運転は、重大事故に直結する悪質・危険な違反であることを正しく認識し、

飲酒運転を根絶しましょう。

中村警察署

052-452-0110

岩塚交番

☆ ストーカー被害を受けた場合

相手方に対しては、あいまいな態度を取らず、はっきりと拒否することを、

できれば第三者を交えて伝えましょう。その際には、感情的にならず、冷静に

落ち着いて対処してください。

◇ 身に危険を感じたときには、ためらわずに１１０番してください。助けを

求めるのは、決して恥ずかしいことではありません。

◇ 一人で行動するときは、時間帯、人通りや明るさに気を配り、安全な

移動ルートを選んでください。


